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札幌市基金条例の一部を改正する条例 

札幌市基金条例（昭和３９年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

(1) 第２条第１項中第２０号を削り、第２１号を第２０号とし、第２２号を第

２１号とし、第２３号を第２２号とする。 

(2) 第８条第１項中「、リサイクル基金及びオリパラ基金」を「及びリサイク

ル基金」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年３月３０日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日における札幌市基金条例第２条第１項第２０号

に規定するオリパラ基金の残額については、同条例第８条第１項の規定にか

かわらず、予算の定めるところにより、同条例第２条第１項第１３号に規定

するまちづくり基金及び同項第１５号に規定するスポーツ基金に編入する。 

 

 （理 由） 

冬季オリンピック・パラリンピックの招致活動を停止することに伴い、オリ

ンピック・パラリンピック基金を廃止する等のため、本案を提出する。 


